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本日ここに、平成３０年第１回市議会定例会が開催

され、平成３０年度一般会計予算をはじめ、市政の重

要課題についてご審議をお願いするにあたり、私の市

政に対する基本方針と施策の概要を申し上げ、議員各

位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存

じます。  

 

１  はじめに   

今年は平成３０年という節目の年であり、１０年ひ

と昔という言葉もございます。１０年前の平成２０年

を振り返ってみますと、北京オリンピックでの北島康

介選手やソフトボール女子日本代表が金メダルを獲得

したことなど懐かしさを感じるところです。また、リ

ーマン・ブラザーズの経営破綻に端を発した国際的な

金融危機や、後期高齢者医療制度の実施もこの年であ

り、経済や私たちの生活にとって大きな変化のあった

年であると感じております。  

一方、私は当時、富士見市議会議員として２期目の

任期中でありました。この１０年間、市議会議員、県

議会議員、そして市長として、立場こそ違いますが、

それぞれの立場で富士見市を想い、「夢をかたちに…！

今ここから、私たちの手で。」をスローガンに、常に前

向きに、力強く、誠実に行動してまいりました。今後

も、初心を忘れず取り組んでまいりたいと改めて誓う

ところでございます。  
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次に、この先の未来を考えますと、既に始まってい

る少子高齢化が更に進行し、市場規模の縮小や労働力

不足の懸念に加え、介護離職や空家の増加など社会問

題の深刻化が予測されます。また、ＡＩなどの新たな

技術の普及もあり、私たちを取り巻く環境が急速に変

化していくことが見込まれます。この先１０年、２０

年の変化をすべて予測することは困難ですが、富士見

市の強みである町会やまちづくり協議会など地域の力

をお借りしながら、富士見市に対する変わらぬ想いと

情熱を持って、より良い市を創ってまいります。  

 さて、今年で市民の皆様から私に委ねられた任期の

半分が過ぎようとしております。この間私は、市民の

皆様が「富士見市に住んで、本当によかった」と心か

ら感じていただけるように、夢をかたちにすることを

目指してまいりました。そのため、平成２９年度は「希

望の種」を蒔く時期と位置づけ、夢の実現に向け取り

組んできたところです。  

昨年４月に市制施行４５周年記念事業として実施い

たしました「ももいろクローバーＺ」の野外コンサー

トでは、富士見市という名を全国にＰＲすることがで

きました。また、市内で頑張る事業者を後押しするた

め、産業振興基金を設置するとともに、純米吟醸酒「縄

文海進」の原酒に市内産の青梅を漬け込んだ新しいお

酒「梅
うめ

恋
れん

花
か

」の製造・販売の支援を行いました。さら

に、子育て支援に関しましては、妊娠・出産から子育
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て期に至るまで、切れ目のない支援を行うため、子ど

も未来応援センターを開設いたしました。  

 今後も、昨年蒔いた種から出た芽に水をやり、日を

当て、花を咲かせ、実をつけさせていくとともに、更

なる「希望の種」を蒔くことで、魅力と元気あふれる

まちづくりを目指してまいりたいと考えております。  

小さな芽を大木に育てるため、１１万富士見市民の

皆様と膝を突き合せ、目と目を合わせ、ともに力を出

し合い、新緑まぶしい富士見市となるように、全力で

取り組んでまいります。  

 

２  平成３０年度の市政運営の方針  

平成３０年度につきましては、将来都市像である「ひ

ととまちがキラリとかがやく市民文化交流都市」の実

現に向け、昨年からスタートした第５次基本構想・後

期基本計画を着実に推進してまいります。また、「希望

の種」の更なる成長と新たな種蒔きのため、次の３つ

の基本方針を基に、各種施策を進めてまいります。  

 

（１）継続して発展し輝き続ける富士見市  

 これまで、本市は地理的条件の優位性、緑や湧き水

などに代表される自然環境の豊かさを活かしながら、

首都近郊の住宅都市として発展してまいりました。現

在においても、様々な施策との相乗効果により、人口

は増加しております。しかしながら、「富士見市キラリ
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と 輝 く 創 生 総 合 戦 略 」 に お け る 人 口 推 計 で は 、     

２０２５年をピークに減少に転じる見込みとなってお

ります。昭和４７年の市制施行後、市として経験のな

い本格的な人口減少という問題が、もうすぐやってく

ることが見込まれます。この問題が、市内経済や地域

コミュニティ、市の財政などに与える影響を考慮し、

将来も富士見市に住みたい、住み続けたいと思われる

ように、十分な準備と未来への投資を進め、これまで

の市の発展を継続させ、輝き続ける富士見市を創って

まいります。  

 そのため、道路交通ネットワークを強化するととも

に、シティゾーンの整備を推進し、企業誘致に取り組

みます。あわせて、水谷柳瀬川ゾーンの土地利用に向

けて取り組むことで、企業や教育機関などから富士見

市を選んでいただけるようにしてまいります。これら

２つのエリアを市の成長のエンジンとすることで、し

っかりとした財政基盤や持続的な発展を確かなものと

してまいります。  

また、地域経済を支える市内の農業、商業、工業を

支援し、産業の活性化に向け取り組んでまいります。

そのため、産業振興基金を活用し、頑張っている方、

チャレンジする方を応援し、新たな活気や賑わいのあ

るまちづくりに取り組みます。  

これらにあわせて、富士見市を選んでいただくため

には、憩える環境が大切です。市内には、鎌倉
かまくら

道
みち

の面
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影が残る石井緑地公園や、幻想的なホタルを見ること

ができる諏訪の森など、緑や湧き水が多く残っていま

す。これらの自然豊かな環境を、市民と市が協働で保

全しながら次世代につなげていきます。  

 

（２）誰もが元気に輝き活躍する富士見市  

子どもから高齢者まで多くの市民が、元気に笑顔で

暮らし、輝くことができる富士見市を創るため、子育

てや教育、健康、福祉など暮らしを支える取組を進め

てまいります。  

子ども未来応援センターでは、発達に関する心配や

家庭内の問題など、様々なお話をお伺いしたことで、

一人ひとりが抱える課題が見えてきました。それによ

り、改めてその根深さと、よりきめ細やかな対応が必

要であることがわかり、子ども未来応援センターの開

設は、まさに総合的子育て支援の入口であると感じて

おります。今後につきましては、こうした問題に寄り

添い、真摯に向き合い、子どもを安心して生み育てる

ことができる環境整備を更に進めてまいります。  

富士見市教育大綱では、「未来への夢や希望をはぐく

みながら、『いのち』を輝かせて精一杯生きる人を育て

る」ことを、基本理念として掲げさせていただきまし

た。この理念に基づき、自分も他者も大切にできる心

を育んでまいります。また、一人ひとりが可能性を発

揮し、未来を切り拓いていく力を身に付けるため、確
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かな学力を育む教育を推進してまいります。  

 心身ともに健康で、生涯を通じて元気に生きいきと

した生活を送ることは、すべての市民の願いです。そ

のため、歩くことを中心として楽しみながら継続的な

健康づくりを進める健康マイレージなど、主体的な取

組を推進する環境整備や、若いうち、元気なうちから

取り組む予防医療や介護予防の拡充を進めてまいりま

す。また、アクティブシニアの更なる生きがいづくり

につなげていくため、活動機会の充実を図り、これま

での人生において得た知見を発揮し、地域活動などで

活躍していただける仕組みを創ってまいります。  

 

（３）輝く生活をみんなで守る安全安心な富士見市  

 局地的大雨や台風の発生、犯罪や交通事故に巻き込

まれる危険など、私たちの生活には、安全安心を脅か

す不測の事態が起こり得ます。  

 この不測の事態が、市民の生命、財産は元より、市

民生活そのものへ及ぼす影響を最小限に留め、輝く生

活を守る富士見市を創ってまいります。  

一昨年の台風９号では、残念ながら大きな被害が出

てしまいました。そのため、山室排水路に逆流防止弁

や止水壁を設置するなど、市でできることは、スピー

ド感を持って対応してまいりました。その結果、昨年

の台風２１号では、教訓を活かした十分な準備と行動、

職員の力の結集により、観測史上最大の降雨量に対し
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て、甚大な被害を避けることができたものと考えてお

ります。  

 今後につきましても、埼玉県や関係市町などとの連

携を強化し、砂川堀や新河岸川などの抜本的な治水対

策に取り組んでまいります。また、山室地域の図川排

水機場の排水能力増強や、西みずほ台地域の更なる浸

水対策を進めます。  

防犯対策や交通安全対策、空家対策などの私たちの

生活を取り巻く様々な課題への対策につきましても、

市民が安全で安心して生活できることを第一に考え、

市民とともに富士見市全体で課題解決に向け取り組ん

でまいります。  

 

３  施策の概要  

 続きまして、後期基本計画に定めます、施策分野ご

とに主な取組についてご説明申し上げます。  

 

（１）未来を担う子どもを育み、育ちあう人のまち  

子育て支援に関しましては、子ども未来応援センタ

ーにおいて、地域や関係機関との連携を図る子ども未

来応援ネットワーク会議を開催し、支援体制を強化す

るとともに、子育て情報の発信や予防接種スケジュー

ラーを提供する子育て応援モバイルサイト「スマイル

なび」の更なる活用により、子育てへの不安や孤立感

を解消してまいります。また、ひとり親家庭の貧困率
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が高い傾向にあることから、子どものための養育費相

談事業を実施します。あわせて、ひとり親家庭などが

自立して生活できるように、ファミリー・サポート・

センターや病児・病後児保育などの利用料の助成を新

たに開始するとともに、放課後児童クラブ保護者負担

金を見直すなど、経済的負担を軽減し、就労支援に努

めてまいります。さらに、貧困世帯の子どもなどをは

じめとした、すべての子どもの未来を応援するため、

子ども未来応援基金の設立や子ども食堂などに取り組

む民間団体への支援に向けて、社会福祉協議会などの

関係者と連携し、取り組んでまいります。  

保育所に関しましては、平成３０年４月に新たな施

設を鶴瀬駅西口に開所することで、定員の拡大を進め

ております。あわせて、今後も保育ニーズに対応して

いくため、新たな保育所開設に向け、取り組んでまい

ります。  

 学校教育に関しましては、自ら学べる学習環境を創

っていくため、タブレットやデジタル教科書教材など

のＩＣＴ環境の整備をはじめ、関沢小学校や本郷中学

校の校舎大規模改修工事などに計画的に取り組んでま

いります。また、読書活動の充実を担う学校司書や体

育、音楽、図工、家庭科などの専門的な技能を持った

実技指導協力員を拡充します。あわせて、今を生きて

いる自分の存在を認め、他者の存在を尊重できる人を

育てるため、「いのち」の授業を、全ての学校で新たに
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実施します。  

 また、小学５年生と中学３年生を対象にした学習支

援を引き続き実施し、家庭学習の習慣化や学力の向上

に努めていくほか、若手教員の授業力や指導力の向上

のため、退職された校長先生などを若手教員育成指導

員として引き続き配置します。  

さらに、特別な支援が必要な児童生徒に対しまして

は、言語聴覚士による言語指導回数を増やすとともに、

特別支援教育に関する教員研修会を充実し、児童生徒

一人ひとりのニーズに応じた教育を進めてまいります。 

 

（２）健康で生きいき、相互に支えあう人のまち  

 健康づくりの推進に関しましては、健康マイレージ

事業やパワーアップ体操などの市民の主体的な取組を

推進し、健康長寿のまちづくりを進めてまいります。

また、胃がん検診の個別化など死亡要因として上位と

なるがんの早期発見に取り組み、市民の元気で生きい

きとした暮らしを実現する施策を進めます。  

 住み慣れた地域で安心して生活し続けることを目指

した地域包括ケアの推進に関しましては、高齢者あん

しん相談センターでの相談支援の実施、在宅医療と介

護の連携強化や、生活支援コーディネーターの増員な

どに取り組みます。また、徘徊による行方不明者の早

期発見と安全確保のため、身元確認が可能なステッカ

ーの配布を新たに行います。  
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 障がい者福祉に関しましては、障がい者相談支援セ

ンターが三芳町から市内に移転し、身近に相談できる

場所として活用ができることから、よりきめ細やかな

サポートをしてまいります。また、障がいの正しい理

解と共生社会の実現を目指すあいサポート運動の継続

により、現在、「あいサポーター」は４，５００人を超

えました。今後も、あいサポート運動の普及啓発を進

め、市民と市が一体となり、ともに生き、ともに支え

あうまちを創ってまいります。  

 社会的自立の支援に関しましては、就労の支援に加

え、将来を見据え、生活困窮世帯の中学生や高校生の

子どもたちへの学習支援などに継続して取り組みます。 

 

（３）生涯にわたる学習により、心豊かに輝く人のまち  

平成３０年４月には、中央図書館がリニューアルオ

ープンいたします。この図書館には「利用者が楽しく

快適に滞在できる憩いの場」をコンセプトに、学習ス

ペースを拡張するとともに、子どももくつろげるキッ

ズスペースを配置します。必要な情報が手に入る学び

の拠点として、また、子どもの可能性と生きる力を育

む拠点として、利用しやすい施設を目指してまいりま

す。あわせて、昨年リニューアルオープンいたしまし

た市民総合体育館の更なる利用促進を図るとともに、

レスリング体験イベントや全国ろうあ者体育大会フッ

トサル競技の開催などを通じて、スポーツ活動の推進
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に取り組みます。  

 知的好奇心や学ぶ力を育む子ども大学☆ふじみや、

５年目の節目となり、定員を増員して実施する子ども

スポーツ大学☆ふじみなど自主性や積極性を育む取組

を進めてまいります。  

関東地方で、繩文時代前期の貝塚として初めて国指

定史跡となった水子貝塚公園や、城跡
しろあと

ゾーンと古民家

ゾーンのある難波田城公園は、市内外から多くの方に

来園いただいています。また、テレビや映画などの撮

影が行われるなど、本市の魅力的なスポットとなって

います。今後も、貴重な史跡や文化財などを更に多く

の方が親しみ、学習の場として、また憩いや交流の場

として活用できるように、施設の改修や再整備に向け

た検討を行ってまいります。  

 また、舞台芸術鑑賞会の開催を支援し、身近な劇場

であるキラリ☆ふじみで、優れた文化芸術に触れあう

ことができる機会を創出します。  

 

（４）にぎわいと活力をつくる人のまち  

 農業の振興に関しましては、産業振興基金を活用し、

新たな取組にチャレンジする認定農業者などに対して、

農業用資機材の購入費用を補助してまいります。また、

新たな富士見市ブランドの「梅
うめ

恋
れん

花
か

」を多くの方に味

わっていただけるように、ＰＲを強化します。さらに、

市内の新鮮野菜、米、自慢の品物を毎年１１月２３日
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に販売する「ふじみマーケット」や毎月１回市役所で

開催している「つきいち」などを通じ、生産者との交

流や良質な生産品の提供に取り組み、地産地消を推進

してまいります。  

商工業の振興に関しましては、産業振興基金を活用

し、新たにチャレンジする事業者に対し、魅力ある店

舗づくりのための改装費用や研究開発の推進を図るた

めの特許取得費用の補助などを行ってまいります。あ

わせて、中小事業者に対する経営改善のためのアドバ

イザーを派遣し、頑張る事業者を支援してまいります。

また、ららぽーと富士見開業後の環境の変化を含めた

商業者、商店街などの実態を把握し、富士見市第２次

商業活性化ビジョンの見直しにつなげるため、商業実

態調査を実施します。さらに、市内企業に私自らが訪

問し、顔の見える関係性を構築することで、様々な情

報共有を図り、企業間の横のつながりを促すことで、

市内産業の活性化につなげてまいります。  

 昨年末、市の豊かな地域資源を活用し、「誰もが住み

たい、住み続けたい、選ばれるまち富士見市」を実現

するため、庁内にシティプロモーション推進戦略会議

を設置しました。今後、市の認知度の向上や定住人口

の拡大など、その方向性を定め、戦略的にプロモーシ

ョン活動を進めてまいります。また、２０２０年には

東京オリンピック・パラリンピックが開催されること

から、姉妹都市のシャバツ市があるセルビア共和国の
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応援などを通じて、市民の皆様と祭典を楽しめるよう

に取り組んでまいります。  

 旧青年の家跡地等の活用に関しましては、自然環境

や水辺空間などの地域特性を活かし、魅力を高める工

夫を重ねながら進めてまいります。  

更なる活気や賑わいのある社会とするためには、シ

ニアの社会参画を推進していく必要があります。その

ため、アクティブシニアの活躍に向け、パワーアップ

体操や防犯パトロールなどを通じた活動の場の拡充や、

地域活動の仲間入りとなる「地域デビュー」を応援し

てまいります。  

 

（５）安全・安心、快適な地域をつくる人のまち  

 シティゾーンに関しましては、地域振興と都市機能

の充実のため、地域の方々と意見交換を行い、生活環

境の保全に十分配慮しながら、企業誘致に向け取り組

んでまいります。  

 水谷柳瀬川ゾーンに関しましては、道路などの基盤

整備を進めるとともに、地域の方々と協議を行いなが

ら、企業や教育機関などの誘致をはじめとした地域の

発展と活性化につながる土地利用を進めてまいります。 

 鶴瀬駅西口土地区画整理事業に関しましては、事業

進捗率が９９％まで達しております。早期の事業完了

に向け全力で取り組んでまいります。また、鶴瀬駅東

口土地区画整理事業に関しましては、魅力ある商業地
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と良好な住環境の創出に向けたまちづくりとなるよう

に引き続き取り組んでまいります。  

交通環境の向上に関しましては、みずほ台駅東通線

や水子鶴馬通線の都市計画道路、ふじみ野駅東口にあ

ります市道第５１０１号線などの幹線道路や生活道路

の整備、道路橋の長寿命化を進めるほか、安全確保の

ため通学路のグリーンベルト設置工事などを引き続き

実施します。  

 緑地の保全に関しましては、基金を活用し、市民と

の協働により、計画的に保全してまいります。また、

鶴瀬駅西口に新たな都市公園をオープンさせるととも

に、既存公園についても、老朽化した設備の改修や安

全面にも配慮した公園づくりを行い、多くの人が訪れ、

交流できる空間を創ってまいります。  

 生活環境の保全に関しましては、将来に向け、再生

可能エネルギー機器の設置に対する補助メニューを拡

充するほか、ごみ集積所における軽量な分別かごの導

入を行います。また、今年度に実態を調査しておりま

す空家問題については、空家等対策計画を策定し、空

家の適正管理を着実に進めるとともに、利活用の検討

を進めてまいります。  

 市内交通に関しましては、１月末日まで実施してお

りましたデマンド交通の実証実験の結果に基づき、新

たな交通システムの導入や市内循環バス路線の見直し

など、地域公共交通会議で議論し、より良い公共交通
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システムの構築に向け取り組みます。また、「富士見市

自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、

自転車利用者の交通ルールの徹底やマナーの向上に取

り組みます。あわせて、自転車運転時のヘルメット着

用を促進するため、購入費の一部を新たに助成します。 

局地的大雨による浸水対策につきましては、砂川堀

の第２樋管の改修、図川の仮設ポンプ増設、唐沢堀周

辺において雨水を浸透させるための側溝整備に伴う設

計や南畑大排水路護岸工事など対策を強化します。ま

た、公共下水道の整備に関しましては、長寿命化や耐

震化の計画的な対応のため、下水道ストックマネジメ

ント計画の策定に取り組みます。  

 防災対策に関しましては、現在見直しを進めており

ます地域防災計画が災害発生時に機能するように、関

係機関と共有するとともに、計画の概要版やハザード

マップなどによりわかりやすく市民へ伝えてまいりま

す。また、地域防災力の向上のため、避難所備蓄食料

の拡充、高齢者世帯などへの減災器具の設置支援や防

災リーダーの養成を実施します。あわせて、防災情報

を迅速かつ的確に伝えるため、全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）の更新工事を実施します。  

 防犯対策に関しましては、更なる安全確保のため、

商店会など団体による防犯カメラ設置を支援してまい

ります。また、市としても警察と連携しながら、計画

的に防犯カメラを設置し、より安全で安心なまちづく



 16 

りに向けて取り組んでまいります。  

 消防力の強化に関しましては、老朽化した東消防署

富士見分署の施設移転に向け取り組んでまいります。  

 

（６）市民参加・協働により、豊かな自治をつくる人

のまち  

 市民参加・協働に関しましては、防災訓練や防犯パ

トロール、美化活動など地域活動に取り組んでいる町

会やまちづくり協議会などを支援し、協働のまちづく

りを進めてまいります。また、コミュニティの活性化

や防災力向上などにつながる活動拠点として、水谷東

３丁目集会所の整備を行ってまいります。さらに、協

働事業提案制度を継続して実施し、今年度提案のあっ

た「野良猫の不妊手術事業」など４事業について、市

民活動団体の皆様と協働で取り組んでまいります。  

 市の情報発信の充実に関しましては、誰もが使いや

すいホームページへの刷新や見やすい広報紙を目指し

カラー化などに取り組んでまいります。  

 また、自主財源の確保に向けた取組に関しましては、

納付の利便性などを図るため、クレジットカード納付

やインターネットバンキングによる納付方法を新たに

導入してまいります。  

 人材育成に関しましては、多様化複雑化する行政課

題に対し、果敢に取り組んでいく職員・組織体制を創

っていくため、積極的に中堅職員や若手職員との意見
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交換を行ってまいります。また、庁内の様々なアイデ

アを具現化していくため、庁内提案事業のコンペティ

ションの実施を検討するなど、職員が感性を磨きなが

ら、伸び伸びと力を発揮できる、元気な市役所を創っ

てまいります。   

 

４  平成３０年度予算の概要  

平成３０年度予算は、緩やかな景気の回復基調を背

景に市税の伸びを見込む一方、義務的経費が増大して

います。そのような中、第５次基本構想・後期基本計

画の着実な推進と長期的にも持続可能な財政の健全運

営を両立させ、「人にあたたかい、魅力と元気あふれる

まち」を目指した予算を編成いたしました。  

予算の総額は、３２４億２，８３９万円となり、前

年度対比１６億７７万９千円の減、率にして４．７％

の減となっております。  

市税については、個人市民税の納税義務者数の増、

固定資産税の評価替えに伴う増を見込み、前年度対比

３１２万１千円の増の総額１５１億４，４４２万８千

円となっております。  

地方交付税、臨時財政対策債及び地方消費税交付金

については、地方財政計画や基準財政需要額の動向な

どを踏まえ、地方交付税は前年度対比２億５千万円減

の２８億５千万円、臨時財政対策債は前年度対比５千

万円減の１２億５千万円、地方消費税交付金は都道府
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県における清算基準の見直しを踏まえ、前年度対比２

億６千万円増の１６億１千万円を見込んでおります。  

市債については、臨時財政対策債を含め、前年度対

比７億３，３００万円減の２４億６千万円となってお

ります。  

なお、繰入金については、財政調整基金などから４

億２，６６３万１千円の繰り入れを行っております。  

 

５  結びに  

「降る雪や  明治は遠く  なりにけり」  

 今年平成３０年は、明治元年（１８６８年）から満

１５０年の年に当たります。明治以降、近代国民国家

への第一歩を踏み出した日本は、明治期において多岐

にわたる近代化への取組を行い、国の基本的な形を築

き上げました。「明治１５０年」を迎える平成３０年（  

２０１８年）に改めて明治期を振り返り、温故知新を

心掛け、引き続き富士見市の将来につなげていきたい

と考えております。  

この時代、幕末から明治期にかけて多くの外国人が

日本を訪れ、その滞在記や日本について著作を残して

います。それらは、渡辺京二氏の「逝きし世の面影」

という著書にも紹介されています。この中で特に興味

深いのは、イギリス人で外交官のラザフォード・オー

ルコック氏が、日本の子どもたちの遊ぶ姿や大人との

触れ合いを見て、驚きと敬意をもって「子どもの楽園」
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と表現していることです。同様に多くの外国人が、日

本人の子どもへの愛情の深さや子どもを愛護し尊重す

る社会全体の気風を表現しています。簡素ではあるが

豊かな生活を営んでいるとも評しています。  

また、渡辺氏はこの著書の中で、「重要なのは在りし

日のこの国の文明が、人間の生存をできうる限り気持

ちのよいものにしようとする合意と、それにもとづく

工夫によって成り立っていたという事実だ」とこの時

代の生活を総括しています。  

著者の言葉から、私の役割は、「市民の総意で、住ん

で気持ちの良い富士見市を創造するために、市民の皆

様と協働で行う子育て施策、福祉施策やまちづくり施

策などを、工夫をこらして進めること。」と明確になり

ました。  

江戸・明治期の先輩達に時間を超えて教えをいただ

いたことを、新たに胸に刻み、市政を預かるリーダー

として更に精進してまいります。  

そして、平成３０年度にも蒔いた「希望の種」がし

っかりと芽を出し、更にスクスクと成長するために、

これからも日と水を与えてまいります。  

結びに、市民の皆様並びに議員各位におかれまして

は、なお一層のご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げ、私の平成３０年度施政方針といたします。  


